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郵政解散・総選挙後の衆参両院関係
-両院関係を規律する制度の検討を通じて-

Bicameral Interaction through the Formal

Parliamentary Process in the Japanese Diet:

A Perspective after the 2005 General Election
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Abstract

This paper is about bicameral interactions in the Diet of Japan. Institutions,

such as conference committees and unilateral lawmakmg power of the lower house,

matter to resolve differences between the two Chambers in legislation. As

Compared to the British Parliament or U.S. Congress, the Japanese legislature

lacks flexibility in the institutional settings. It prevents bicameral actors from

reaching a settlement through the formal parliamentary processes. As a

consequence, ruling parties have a strong incentive to maintain majorities with

almost identical preferences in both houses.
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はじめに

国際公共政策研究 第11巻第1号

2005年9月の衆議院総選挙の結果、自由民主党と公明党からなる連立与党はあわせて327

議席を獲得し、衆議院の三分の二を超える勢力を有することとなった1)。これは自民党と公

明党で構成される連立与党にとって、仮に法律案が参議院において否決されたとしても、憲

法59条に基づいて衆議院で再議決し、法律として成立させることが現実的な選択肢となっ

たことを意味する。衆議院による法律案の再議決は、かつて1940年代後半から50年代前半

にかけての初期国会においてそれほど珍しいことではなかった。しかし、いわゆる55年体

制の成立とはぼ時を同じくして、この再議決も行われなくなり、 2006年6月の第164回国会

閉幕に至るまで約50年という長期間にわたり実例が完全に途絶えている。

昨年の衆議院解散とそれに続く総選挙は、郵政改革関連法案が参議院において否決された

ことを直接のきっかけとするものであった。これは極端な例であるものの、 1989年に自民

党が参議院での過半数を失って以来、政権与党が参議院に払うべき関心は高まらざるを得な

かったことは確かである。なぜならば、法律案が成立するには衆議院のみならず参議院でも

可決されなければならないのが憲法上の原則とされているからである0.もちろん、国会にお

いて審議・議決さノれるべき案件は、法律案にとどまるものではない。その最たるものとして、

内閣総理大臣の指名や各年度の政府予算を挙げることに異論はないであろう。憲法は、内閣

総理大臣の指名や各年度の政府予算についても、衆参両院での議決を原則としている。しか

し憲法は同時に、これら2つについて両院の意見が一致しなかった場合、一定の期間の経過

とともに自動的に、衆議院の議決内容が参議院のそれに優越して成立することを認めている。

法律案に対しても、衆議院の優越は認められているが、三分の二以上の多数をもって衆議院

で再議決された場合に限られており、内閣総理大臣の指名や予算ほどに強力なものではない。

したがって、参議院の動向を軽視すれば、手痛いしっぺ返しを受けることになるのである。

その一方で、依然としてマスメディアを中心に、参議院が「衆議院のカーボンコピー」に過

ぎないのではないかとの認識も根強い。

本稿では、国会において衆参両院の関係を規律する公式な制度に着目し、米国議会と英国

議会との比較を交えつつ、日本の国会の二院制の機能について検討を行う。この観点は、さ

きの総選挙における連立与党の衆議院での特別多数の獲得が今後の衆参両院関係に与える影

響について、 1年足らずしか経ていない時点であっても、十分に妥当性をもった考察を行う

ことを可能にすると考えられる。その結果として、国会法や議院規則などで用意された公式

1 )河野洋平衆議院議長の会派離脱等により、今年の通常Eg会(第164回国会)召集時の衆議院における連立与党議席
数は325であった。
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な制度によっては、日本の国会で両院問の意思の調和を図ることが容易ではなく、参議院に

おいて衆議院のそれと同一の政党に属する多数派を維持することが不可欠となっていること

を指摘する。

1.二院制と権限の配分、対立とその調整一米英との比較を交えて

現在、二院制議会を採用する国は相当数に上っており、議会を有する国のうちの約4割

(75ヶ国/188ヶ国)がこれに該当するが、対象を先進諸国に限ってみれば二院制が多数派

となる2)。二院制の採用は、 「大きな人口」 「連邦制」 「民族・文化的な多様性」という3つ

の特徴との強い関係が示唆されている3)が、これらのうちで日本に当てはまるのは、 1億

2,000万を優に超えて世界第9位という人口4)の大きさのみである。その起源が14世紀の英

国に遡るとされる二院制は、今日に至るまでにさまざまな類型を生み出してきたが、上院の

構成の相違に着目すれば、貴族院型、連邦型、参議院型、職能代表型に大きく分類すること

ができる5)。そのなかで意味するところについて若干の説明を要するものは、参議院型であ

ろう。、これは、複雑で多様な国民の意見を反映させるため、選挙区や選挙方法、任期等につ

いて下院と違いをもたせつつ、国民により直接あるいは間接に選挙された議員で組織される

ものである6)。参議院型の具体例として、現在の日本の国会が想定されているのはいうまで

もない。そのほか、貴族院型には、最近までの英国議会や大日本帝国憲法下の帝国議会が、

連邦型は米国やドイツの連邦議会が当てはまる。

日本国憲法が衆議院に加えて参議院を認めている-すなわち二院制を採用する-理由とし

ての通説的見解は、たとえば「国会活動の過程で衆議院を批判する役割を与え、衆議院の行

動に欠陥があると認められるときは、警告を発し、これを抑制し、補完するという仕組がよ

いと考えたから」7)ということになろう。これは、参議院に対して「良識の府」という表覗

が常について回ることからも理解できる。ただし、参議院型のみならず、貴族院型、連邦型、

職能代表型のいずれにしても、現実に存在する社会的あるいは地域的な多様性を、国家の意

思決定において反映するもの`として意義を兄いだされており、第一院とは異なる視点を提供

するという点では共通しているといえる。

日本をはじめ二院制を採る主要国に限ってみても、第二院が立法に関して有する権限には

2 ) Inter-Parliamentary Unionウェブサイト(http://www.ipu.org).

3 ) Lijphart (1999),訳書161頁。
4)国連「世界人口自書2004」.
5)浅野(1998).
6)同上12頁。
7)同上14頁。
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幅があり、法案の発議や修正に制限の課されていることも少なくない。その一方で、通常、

少なくとも主要な法律案などについて、両院が同一の内容について可決することが法案の成

立にあたっての原則とされているということはできよう8)。なぜならば、両院の議決を要す

ることを「建前」からして否定するのであれば、もはや二院制を維持する理由はないに等し

いと考えられるからである。しかしながら同時に、それぞれの議院の意思が異なったものと

なることは容易に想像される。二院制の意義が、国家の重要な意思決定を行うに際して異なっ

た視点-それを生み出す基盤として社会階級あるいは地域・連邦などといった違いがあるに

してもーから検討を加えることに見出されるとするのであれば、なおさらである。このため、

両議院が異なる意思を示した場合に、時宜に適って対立を調整し意思の統一を図ることを可

能とするための何らかの手続・制度が用意される必要性が生ずる。具体的には、修正された

議案が合意の得られるまで両院間を行き来することを許す制度- "navette (shuttle)

system　などとも呼ばれる-、両院の代表による協議の場を制度化した両院協議会、どち

らかの議院に他方への優越を与えて一定の要件をみたす場合には一つの議院における可決の

みで当該法案等が成立することを認める方法がある。また、両院合同会議9)の開催が許容さ

れているのであれば、その利用も選択肢となりえよう。

本節の以下においては、上下両院の間の意思の調和を図る公式な制度についてより詳細な

観察を行うこととする。具体的には、連邦型の二院制の代表例として米国連邦議会を、貴族

院型のそれとしては英国議会をそれぞれ取り上げる。

1.1.米国連邦議会の両院関係

立法に関する米国議会の権限をみてみると、連邦の歳入・歳出に関する法律案が下院先

読lo)とされていることを除けば上下両院で全く対等となっており、法律が成立するためには

同一の内容に対して両院で可決されることが必要である。米国議会においては、個々の議員

に対する党議拘束がきわめて緩やかで、党派を超えた投票行動を頻繁にみることができる。

また、下院議員の選挙区が比較的小規模かつ有権者数でみてはぼ均等となるように設定され

ているのに対し、上院議員は人口に関係なく各州から2名ずつ選出される。たとえば、全米

50州のうち人口u)が最小のワイオミング(約50万人)と最大のカリフォルニア(3,600万人

8)各年度の政府予算の審議に関しては、第二院の権能に通常の法案に対するより大きな制約の課されていることが多
い。

9)両院合同会議と両院協議会の最も大きな違いは、メンバーの構成にある。前者が両議院の全議員で構成されるのに
対し、後者は各議院から選出された比較的少人数によって構成される。
10)税法など連邦の歳入に関する法律案については憲法(1条7節)により、また、各年度連邦予算など歳出に関する

法律案は慣例として、それぞれ下院先議となっている。なお、ここでいう「先議」とは、必ずしも時間的な先行を
意味しない。

ll)州人口は、米連邦統計局による2004年推計値。
ヽ
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弱)では、下院議員の定数にそれぞれ1名と53名という大差が設けられているが、上院議

員はともに等しく2名ずつである。また、任期は下院議員の2年に対し、上院議員は6年と

なっている。こうしたことなどから、それぞれの議院は性格をかなり異にしており、法案に

ついても両院の議決が異なることは珍しくない。

米国議会において、法案をめぐる上下両院の議決の相違を調整する方法として今日通常に

用いられているのは、 "navette system"と両院協議会である。前者については、往復回数

が事実上無制限かっ両院が全く対等であり、しかも両院が実質的で複雑な内容の修正を行う

とすれば、時間的な制約のあるなかで合意に持ち込むことは難しいと言わざるを得ない。し

たがって、効率的に意見調整を行いうる場として両院協議会(Conference Committee)が、

上下両院に匹敵する「第三aj議院」と例えられるほどの大きな役割を果たすこととなる。米

国議会における両院協議会は、常設の機関ではなく、ある法律案に対する議決が両院で異なっ

た場合にいずれの議院からも両院協議会の開催を要求することができるという"ad hoc"な

存在である。要求された側の議院はこれを拒むことができるが、他に両院間の意見を調整す

る有力な手段はなく、法案の成立を望むのであれば開催を受け入れるしかないであろう。

ManagerあるいはConfereeと呼ばれる両院協議会メンバーについては、議院規則上の差異

にかかわらず実質的な決定方法が両院で類似しており、各々で当該法案を審議した委員会の

委員から主に選出されることとなる。両院協議会で成案を得るためには、下院側と上院側の

メンバーのそれぞれ過半数の賛成が必要とされる。したがって、両院から選出された協議会

メンバーが同数である必要はない。両院協議会で得られた合意は、両院協議会報告書

(Conference Report)としてまとめられる。両院協議会報告書に対して両院の本会議は、

さらなる修正を行うことはできず、承認するか否かを採決する。双方で承認されれば大統領

の署名を経て法律が成立する12)。

法律案について両院協議会が開催された事例としては、第108議会(2003-04年)の場合

には計45件があり、そのうち合意に至って成立したのは35件で全体(498件)の7.0%を占め

る13)。この割合は、多くの利害が関係する重要法案になるほど高まる。たとえば、 1955年か

ら1986年の5つの議会期においては、重要法案の46.4%-84.6%について両院協議会が用い

られている14)。

12)議会から送付されてきた法案に対して大統領は、実質的・政治的な観点から判断を行ったうえで、拒否権(Veto)
を行使することができる。拒否権が行使された法案は議会に返付されるが、さらに両院のそれぞれ三分の二以上の
支持があれば、大統領の署名なしで法律が成立する。ただし、拒否権行使に伴う政治的コストは高く、両院協議会
に対する政権側の関心はきわめて高い-政権側の具体的行動についてOleszek (2004) 271貢参照。
13)米国議会図書館ウェブサイト"Thomas" (http://thomas.loc.gov)。なお、 E]本の法律に対応する"Public Law'一
に限定した。

14) Smith (1989) 206頁。
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1.2.英国議会の両院関係15)

英国議会においても、法律が成立するためには上下両院で可決されなければならないのが

原則となっている16)。世襲貴族を中心に構成される上院の立法権限は、 20世紀に入ってから

大幅に縮小されてきた1911年議会法は、一定の要件の下、下院の議決のみで大部分の撞

律案が成立することを可能にした1911年議会法の制定は、 --バート・アスキス率いる

自由党内閣の革新的な予算を、 1909年に保守色の濃い上院が慣例を破って否決したことに

端を発する1910年の二度にわたる下院総選挙を辛くも生き延びたアスキス内閣は、多数

の自由党支持者の貴族叙任により、上院内の党派的勢力を劇的に改変しようとした。その実

現を恐れた上院側は、立法に関する権限の大幅削減を受け入れ、 1911年議会法が成立した。

その後もさらに上院の立法権限の抑制が図られ、 1949年議会法では、下院の議決のみで成

立するために要する期間が短縮された17)。

現在では、まず中央政府の支出や課税のみを内容とする法律案であるl'Money Bill一一の

場合、下院からの送付後1ヶ月を経過すれば上院の議決なしで成立させることが可能であ

る18)これは、予算に関して日本国憲法が定める衆議院の優越と類似している。一方、英Bg

ではさらに下院の優位が規定されており、金銭法案に対して上院で修正が行われたとしても

下院はそれに応じないで原案のとおり成立させることができる。また、金銭法案以外の法律

案についても、上院で否決されたのと同じ内容のものに対して、下院が次の会期でも可決し、

かっ1回目の審議(第二読会)から2回目の可決までに1年を経過している場合には、上院

の議決が必要とされない19)。上院において受け入れることのできない内容の修正が行われた

とき、あるいは上院が議決しないときには、否決されたものとみなすことができる。上記の

ような制定法によるほかにも、上院の権限に対する制約として暗黙の了解に基づくものが存

在している。その著名な例としてソールズベリー協定(Salisbury Convention)があり、

これは政権党のマニフェストを実行するための法案について、上院での否決や修正を制限し

ようとするものである。

一方、英国議会においては、米国議会や後述する日本の国会と異なり、通常の法案に関す

る上下両院の議決の相違を調整するために、議会内の公式な制度としての両院協議会は用い

られていない。各議院で相互に受け入れられない修正が続く限り、法律案が両院間を往復し

続けることもありうる。 Lがしながら、下院先議の法律案に対して上院が修正を行った場合

15)主に衆議院調査局(2006) 154-160貢による.

16)成立にあたっては議会通過後に国王の裁可が必要であるが、今日では実質的な意味を失っている。
17)議会法6.174.

18)同上6.175.
19)議会法6.176.ただし、議会期の延長を内容とする法律案はこうした下院の優越の対象とならない。
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には下院がたいていは同意する一方、下院に拒絶された修正には上院側も固執しないのが通

常であるというように、現実には、法案が両院の間を何度も往復したり、あるいは議会法に

基づく下院の優越が現実に行使されたりするような事態にまで至ることは滅多にない20)。

2.制度面から見た日本の国会における両院関係

欧米諸国の二院制に関する近年の研究21)からは、先に挙げた連邦型あるいは貴族院型といっ

た二院制の類型が、直接、両院の意思の調和に関する特定の制度と結びつくようには見えな

い。前節では、米国連邦議会と英国議会について法律案に関する上下両院の議決の相違を解

決に導く公式な制度を概観してきたが、その限りにおいても、両院協議会や"navette

system"、あるいは一方の議院の他に対する優越といった制度の適用性は、むしろ対象とな

る法案の複雑さや基盤となっている両院関係一立法の権限が対等か否か-と深く関わってい

るように思われる。とりわけ、単純に妥協が成立するまで法案を往復させる''navette

system-1のみに頼ることは、両院が対等であればあるほど、また、議会で法案に対して行

われる修正の内容が複雑になればなるほど、法案の成立を図る上で非現実的な手段となるの

は明らかといえよう。本節では、日本の国会における両院関係を規律する公式な制度につい

て検討する。まず、制度を概観し、ついでその機能性について評価を行う。

2.1.制度の概観

日本国憲法59条1項は、法律が成立するために国会の衆議院と参議院の双方で可決され

るべきことを定めている。その一方で、同じくEj本国憲法は、ある法律案に対する議決が衆

参両院で異なった場合の調整手段として二つの具体的方法を明示している。ひとつは法律案

の再議決と称されるものであり、もうひとっは両院協議会である。法律案の再議決に関する

憲法の規定は、特別の場合に衆議院の意思のみで法律を成立させるものであり、内閣総理大

臣の指名や予算の議決、条約の承認と並んで衆議院の優越が明確に示されている。両院で議

決の異なった法律案について両院協議会で調整しうることは、日本国憲法制定の際の原案で

は明記されておらず、貴族院における修正によって追加されたものである。

2.1.1. Navette System

法律案は、その成立のために衆参両院で同じ内容について可決されることを必要とする。

このため、法案(の原本)が両院の間を行き来することとなる。先議の議院で可決(修正を

20) Rogers and Walters (2004) 215-221頁0

21) Tsebelis and Money (1997).
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含む)された法案は後議の議院に送付され、後議の議院で修正されれば先議の議院に回付さ

れることとなる22)。すなわち、前述した"navette system"の存在を意味する。ただし以下

に見るように、無制限な往復ができるわけではなく、実質として1往復に限定された

`-navette system"と解するべきである。

衆議院先議の法案について、参議院での修正により回付されてきたときに、法案の成立に

向けての衆議院側がとりうるのは、次の3つである。まず、参議院の修正に同意することで

あり、これはその後の両院間での法案のやり取りを生じさせない。修正に同意しないならば、

再議決を行う、両院協議会の開催を求める、という2つの選択肢がある。これらは2.2で後

述するとおり実用性が高いといえないものの、衆議院の優越を行使する再議決はともかく、

両院対等の協議の場である両院協議会まで回避しながら更に修正を行い、参議院へ法案を送

り返す「大義名分」を兄いだすことは困難である23)したがって、ここでは最長1往復で決

着がっけられると解するのが妥当であろう。一方、参議院先議の法案に対し、衆議院が修正

を行ったときはどうであろうか。まず、参議院が同意するならば、当然それ以上の両院間で

の往復はない。衆議院の修正に同意せず、かつ法案の成立をなお追求するならば、両院協議

会の開催を要求することができる。それを回避しっっ法案をさらに修正して送り返すことが

現実的でないのは、上述の衆議院の場合と同様である。なお、衆議院が両院協議会の開催を

拒否する24)可能性もあるが、その時には法案成立の可能性は絶えてしまったことを意味する。

いずれにせよ、両院間での行き来は1往復で停止することとなる。

2.1.2.法律案の再議決

憲法59条は、法律案の議決に関し、衆議院の優越を認めている。衆議院で可決した法律

案に対して参議院がこれと異なった議決をした場合でも、衆議院で出席議員の三分の二以上

の多数で再び可決したときには法律として成立するのである。衆議院と「異なった議決」と

しては、否決や修正のはか、両院協議会の成案に衆議院は同意したが参議院は不同意であっ

た場合、参議院先議の法律案に対する衆議院での修正に参議院が同意しなかった場合等が挙

げられる。また、参議院が長期間にわたってその意思を明らかにしない場合においても、再

議決を行うことができる。具体的には、参議院が法律案の受領後、国会休会中の期間を除い

て60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなすことができる。

その後、衆議院で三分の二以上の多数をもって可決すれば法律が成立することとなる。再議

22)国会法83条3項。

23)現実には、再議決と両院協議会の開催要求のいずれも行わないという選択もありうるが、これはその時点で成立を
あきらめることを意味するから、当該法案がさらに両院間を往復することがないのは当然である。

24)衆議院が両院協議会の開催を拒否した場合、国会法は、参議院に当該法案を衆議院へ返付すべきことを定めている
(83条の2)。しかし、それを受けた衆議院の対応として、さらに修正のうえ参議院へ回付することは考えがたく、
最大でも1往復半を超えることはないといえる
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決は、初期の国会においてはしばしば行われており、 1947年の第1回国会召集から1957年

の第26回国会までの約10年間に29件を数えた25)。しかし、その後は、第164回国会の半ばに

至る今日まで新たな事例が一件もない。再議決の全事例について、参議院での議決別に分類

すれば、否決によるもの1件、修正によるもの27件、衆議院からの法案送付後60日以内に

議決がなく否決とみなされたもの1件となる。また、再議決の成否としては、衆議院で三分

の二以上の多数を得て法律が成立したもの28件、三分の二の多数を得られずに不成立となっ

たもの1件となっている。

1940年代後半から50年代前半にかけての事例においては、参議院において修正あるいは

否決された法案に対し、衆議院では全会一致をもって再議決を行ったものが複数みられる26)。

こうした事象は、参議院に独自の行動原理を持つ大会派が存在していなければ考えられない。

1947年の第1回国会から1950年の第7回国会までの期間において、参議院での最大会派は

緑風会であった。既存政党の枠にとらわれない文化人や官僚出身者を中心として構成された

緑風会は、衆議院にペアとなる会派を有しておらず、初期の参議院を特徴づける存在であっ

た。その政策的な傾向は概して保守的ではあったものの、法案をはじめとした具体的案件に

対する個々の議員の賛否は「是々非々」をもって旨とした1940年代後半から50年代前半

にかけては、常に約50-90名の所属議員を掬して参議院での-大勢力たり続けたが、 1959

年末には所属議員がわずか10名にまで落ち込むなど、 55年体制の確立とともに緑風会はそ

の影響力をほとんど喪失した。それと時を同じくして、再議決の事例も見られなくなり、今

日に至っている。

2」.3.両院協議会

法律案に関する衆参両院での議決が異なった場合に、その解決を図る方策として憲法59

条は、再議決のはか、両議院協議会の開催によって両院の合意を求めることを可能としてい

る。国会法は、そうした場合における両院協議会の開催について具体的要件を定めているが、

参議院に制限的な内容となっている。すなわち、まず、衆議院が両院協議会の開催を要求す

ることができる場合として、衆議院において参議院の修正に同意しなかったとき、衆議院が

可決した法律案を参議院において否決したとき、参議院において衆議院の修正に同意しなか

ったとき、が挙げられている27)。これらの場合において、実際に衆議院側が開催を要求すれ

ば、参議院側はこれを受け入れなければならない28)。また、参議院への送付後60B経過で否

25)衆議院先例集326.
26)梶田(1997) 59頁。
27)　会法84条。
28)同上88条。
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決したものとみなす旨議決し、両院協議会の開催を求めたこともある29)一方、参議院は、

衆議院の修正に同意しなかったときに限って両院協議会の開催を求めることができるものの、

衆議院はこの要求を拒否できるのである30)。

両院協議会は、各議院から選挙された10名ずつの委員で組織される31)協議委員の選出は、

連記無名投票によって選挙することも可能ではあるが、実際には衆参両院ともに選挙の手続

は省略され、各々その院の議決を支持した会派に属する議員の中から議長が指名する32)参

議院では、送付後60日経過により否決したものとみなされて衆議院から両院協議会を求め

られた場合、各会派にその所属議員数に応じ協議委員が割り当てられる33)。両院協議会の議

長は、衆参の協議委員からそれぞれ互選され、開催一回ごとに交代で両院協議会を主宰す

る34)。両院協議会の定足数は、各議院の協議委員のそれぞれ三分の二以上である35)。成案を

得るためには、出席協議委員全体の三分の二以上の賛成がなければならない36)。両院協議会

で成案が得られた場合には、各議院で承認するか否かについて採決が行われる。成案は、ま

ず両院協議会を求めた議院で採決が行われた後、他の議院に送付されるが、その際に両院協

議会の成案を修正することはできない37)。なお、同一の法裏に対する両院協議会と再議決の

関係一両院協議会の開催がその決裂後における再議決の行使を排除する効果を有するもので

あるのか等一について議論の余地はあるが、本稿では詳細に立ち入らない38)。

両院協議会の開催に至った法律案としては、第1回国会から第163回国会までの問に31件

が存在しており、そのうちの27件が第16回国会(1953年)以前の事例で占められている39)

残る4件は、第128回国会における公職選挙法の一部を改正する法律案外3案-いわゆる政

治改革関連4法案-である。それぞれの結果は、成案を得て両院で可決、成立したものが28

件、成案を得られなかったもの3件となっている。なお、法律案以外では、とりわけ1989

年に自民党が参議院で過半数を失って以来、予算や内閣総理大臣の指名に関して両院協議会

が開催された例が少なくない40)。

29)国家公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び保安庁職員給与法案(内閣提出)一第13回国会衆議院会
議録69号1374-5, 1952.7.30.

30)国会法84条2項但書。
31)同上89条。

32)衆議院規則250条、参議院規則176条、衆議院先例集473、参議院先例録409.
33)参議院先例録409.

34)国会法90条.
35)同上91条。
36)同上92条。
37)同上93条。

38)両院協議会が開催された後になお再議決を行いうるかについて、これを可能とする衆議院事務総長の答弁(第21回
国会衆議院議院運営委員会議録8号6-7, 1955.1.21)がある。また、両院協議会での成案が存在する場合における
再議決の対象についても、国会法や議院規則において明示されていない(梶田1997, 54頁)0
39)衆議院先例集付表22.
40)同上柱476.
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2.2.制度の機能性

現実の問題として、法律案について、再議決を実行することや両院協議会で成案を得るこ

とは容易といえるのであろうか。法律案の議決に関する衆議院の優越は、帝国議会には存在

せず、国会になって初めて導入されたものである。法律案の再議決にあたっての要件である

衆議院での三分の二以上の多数を現実に充たすのがきわめて困難であることは、日本国憲法

の制定当時からすでに認識されていた。たとえば金森徳次郎は、貴族院での審議における答

弁で、まさにその理由を挙げて「衆議院ノ再議決二依ツテ法律トナルコトガサウ容易ニ-橡

想出来マセヌ」41)と述べている。以下においては、衆参両院の議決の相違を解決する公式な

制度について、その機能性の検討を行う。その結果として、現実には極めて達成困難な要件

が課されていることを明らかにする。

2.2.1.再議決

再議決を成功させるためには、衆議院において三分の二以上の多数を必要とするが、いわ

ゆる55年体制が成立した1955年の第23回国会以降、 2005年の衆議院総選挙直前の第162回国

会に至るまで、政権与党がこの要件を満たしたのは、自民党・自由党・公明党の3党連立が

成立した1999年10月から自由党が連立を離脱する2000年4月までのわずか半年間のみであ

る1989年の参議院選挙で自民党が参議院での過半数を失った後も、衆議院での三分の二

以上の議席よりも参議院における過半数の議席の方が、数の上での実現しやすさからいえば

比較にならない状況にあった1989年参院選の直後-(第115回国会)から55年体制の終蔦直

前の1993年6月(第126回国会)までの間、自民党は、単独で政権を担いっつ公明党および

民社党との連携を活用した。この自公民連携は、衆議院での三分の二以上という要件をかろ

うじて充足するものでもあったものの、もちろん目的がそこにあったのではなく、参議院で

の過半数を獲得しようとしたものであるのは言うまでもない。また、当時の会派別所属議員

数の変遷を見る限り、衆議院で三分の二以上となる会派連合の組み合わせは自公民以外にも一

現実性の有無はさておくとして一存在したが、それらは必ず参議院での過半数をも達成する

ものであった　1993年の衆議院総選挙で自民党が衆議院での過半数を失った後は、連立政

権が常態化することとなった。第127回国会(1993年7月)以降の期間において、与党一明

示された閣外協力を含む-が参議院での過半数を保持していなかったのは、そもそも衆議院

でさえ少数に陥っていた羽田内閣(1994年4-6月)を除けば、 1998年6月の社民党・新

41)第90回帝国議会貴族院帝国意法改正案特別委員会議事速記録18号33頁、昭21.9.20.

42)衆議院の三分の二以上の多数を擁することとなる最小の会派の組合せ-ただし共産党を除く-は、第115回国会か
ら第39回衆議院総選挙直前の第117回国会までの間は、自民党+社会党(衆379/496、参180/251)、自民党+公明

党(衆350/497、参129/251)、第118回B]会から第126回国会までは、自民党+社会党(衆413/499、参179/252)、
自民党+公明党+民社党(衆333/497、参140/251)である-会派別議席数は、衆議院常任委員会調査室(1993)に
基づき、全て召集日ベース。


















